
○ 伊 丹 市 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 固 定 資 産 税 の 税 率 の 特 例 に 関

す る 条 例 施 行 規 則  

平 成 2 8年 ３ 月 3 1日 規 則 第 5 1号  

改 正  

平 成 2 8年 ９ 月 2 8日 規 則 第 7 1号  

平 成 3 0年 ６ 月 2 9日 規 則 第 3 8号  

令 和 ２ 年 ６ 月 3 0日 規 則 第 5 0号  

伊 丹 市 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 固 定 資 産 税 の 税 率 の 特 例 に 関

す る 条 例 施 行 規 則  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は ， 伊 丹 市 地 方 活 力 向 上 地 域 に お け る 固 定 資 産 税 の

税 率 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 2 8年 伊 丹 市 条 例 第 ８ 号 。 以 下 「 条

例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 申 告 の 手 続 ）  

第 ２ 条  条 例 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 申 告 は ， 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た

申 告 書 に ， 地 域 再 生 法 施 行 規 則 （ 平 成 1 7年 内 閣 府 令 第 5 3号 ） 第 2 8条

第 １ 項 （ 同 規 則 第 3 4条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

の 規 定 に よ り 提 出 し た 申 請 書 の 写 し ， 同 規 則 第 2 8条 第 ３ 項 （ 同 規 則

第 3 4条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 交

付 さ れ た 認 定 通 知 書 の 写 し そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類 を 添 え て

行 う も の と す る 。  

(１ )  条 例 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 の 氏 名 及

び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は ， そ の 名 称 ， 所 在 地 及 び 代 表 者 の 氏 名 ）  

(２ )  土 地 に あ っ て は ， そ の 所 在 ， 地 番 ， 地 目 ， 地 積 及 び 取 得 年 月

日  

(３ )  家 屋 に あ っ て は ， そ の 所 在 ， 家 屋 番 号 ， 種 類 ， 構 造 ， 床 面 積 ，

取 得 価 額 及 び 取 得 年 月 日 又 は 着 工 年 月 日  

(４ )  構 築 物 に あ っ て は ， そ の 所 在 ， 種 類 ， 数 量 ， 取 得 価 額 及 び 取

得 年 月 日 又 は 着 工 年 月 日  

(５ )  償 却 資 産 に あ っ て は ， そ の 所 在 ， 種 類 ， 数 量 ， 取 得 価 額 及 び



取 得 年 月 日  

（ 変 更 等 の 届 出 ）  

第 ３ 条  前 条 の 申 告 を し た 者 は ， 申 告 書 の 記 載 事 項 に 変 更 が あ っ た と

き 又 は 事 業 を 変 更 し ， 休 止 し ， 若 し く は 廃 止 し た と き は ， そ の 事 由

が 生 じ た 日 か ら 3 0日 以 内 に ， そ の 旨 及 び 変 更 に 係 る も の に あ っ て は

当 該 変 更 の 内 容 を 記 載 し た 書 面 に よ り 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な

い 。 こ の 場 合 に お い て ， 記 載 事 項 又 は 事 業 の 変 更 の 届 出 に つ い て は ，

当 該 変 更 の 事 実 を 証 す る 書 類 を 添 え な け れ ば な ら な い 。  

（ 承 継 の 届 出 ）  

第 ４ 条  条 例 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 事

項 を 記 載 し た 書 面 に よ り 行 う も の と す る 。  

(１ )  対 象 家 屋 等 に お け る 事 業 を 承 継 し た 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人

に あ っ て は ， そ の 名 称 ， 所 在 地 及 び 代 表 者 の 氏 名 ）  

(２ )  被 承 継 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は ， そ の 名 称 ， 所 在

地 及 び 代 表 者 の 氏 名 ）  

(３ )  対 象 家 屋 等 の 所 在 地  

(４ )  承 継 の 日  

(５ )  承 継 の 理 由  

（ 細 則 ）  

第 ５ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か ， 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項

は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は ， 平 成 2 8年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ こ の 規 則 の 失 効 ）  

２  こ の 規 則 は ， 令 和 ９ 年 ３ 月 3 1日 限 り ， そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し ，

同 日 ま で に 行 わ れ た 地 域 再 生 法 （ 平 成 1 7年 法 律 第 2 4号 ） 第 ５ 条 第 ４

項 第 ５ 号 に 規 定 す る 特 定 業 務 施 設 の 用 に 供 さ れ た 対 象 家 屋 等 及 び 当

該 家 屋 等 の 敷 地 で あ る 土 地 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 に 係 る 申 告 そ

の 他 の 手 続 に つ い て は ， 同 日 後 に お い て も ， な お そ の 効 力 を 有 す る 。  



付  則 （ 平 成 2 8年 ９ 月 2 8日 規 則 第 7 1号 ）  

こ の 規 則 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 平 成 3 0年 ６ 月 2 9日 規 則 第 3 8号 ）  

こ の 規 則 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 令 和 ２ 年 ６ 月 3 0日 規 則 第 5 0号 ）  

こ の 規 則 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則 （ 令 和 ４ 年 ６ 月 3 0日 規 則 第 4 1号 ）  

こ の 規 則 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 


